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オープンリソースを用いた新技術の特許化動向分析に関する一考察

1．本研究の意義と背景
1.1　本研究の意義

　本研究は，特定の分野において特許出願の総数に占
める特許審査を経て特許付与された出願の割合である

「特許率」（定義は後述）の算出を手がかりに，特許分
類毎の技術の組合せの有効性を調査することで，技術
革新の生まれる確率の高い技術の組合せとはいかなる
ものかを明らかにし，効率的に技術を特許化，事業化
するための研究開発の方向性を示すとともに，技術の
トレンドを定量的なデータによって分析する 1 つの手
法を提供するものである。
　なお，現行の国際特許分類は，特定の用途や目的に
限られず，特徴的な固有の性質又は機能に着目して付
与される機能指向箇所と，特定の用途又は目的に適合
していることに着目して付与される応用指向箇所の双
方を有している分類体系であることから，通常の意味
での技術分野の組合せと必ずしも一致していないこと
があることにご留意頂きたい。
1.2　特許率を調査することの意義

　本研究においては各特許出願に対し特許庁審査官に
よって付与された公開特許分類の組合せと，特許審査
において特許が付与された割合である「特許率」に注
目した。このようなアプローチを採ったことについて
は以下のような理由がある。
　まず，重要なのは特許文献の豊富さを利用できる点
である。わが国における特許出願は近年では一年当た
りおよそ 40 万件なされており（1），それ以前にも何十
年という蓄積がある。データベースとしてアクセスで
きるだけで，数百万の文献が蓄積されているのである。
特許出願は産業における活動を示し，製品に直結して
いるという点で学術文献と異なってはいるが，技術に
関する知識の集積という意味では学術文献と双璧をな

すといってよいだろう。さらに，近年においては「サ
イエンスリンケージ」と呼ばれる特許文献と学術文献
との間における引用，被引用関係が強くなっており（2），
特許文献が最先端の科学的知見をも反映することが多
くなっている。特許文献に注目することで，わが国に
おける技術の現状および過去の軌跡について網羅的な
調査が可能となるのである。
　また，特許審査における拒絶理由がほぼ新規性，進
歩性に関連するものであることも重要である。長岡の
研究（3）によると，特許審査における拒絶理由のうち
約 6 割が新規性か進歩性を拒絶理由としており，さら
に残りの 4 割のうちほとんどが新規性と進歩性とその
他の拒絶理由の複合によって拒絶査定を出されている
という。特に，進歩性は実務において最も問題になる
ことが多く，判例も極めて多数存在する重要な特許性
の判断基準である（4）。従って，新規性，進歩性に直接
関連する「特許率」を経時的に追跡することによって，
先行技術に対する当該特許出願の改良度合いの拡縮の
動向を把握できる可能性がある点で貴重な知見を得る
ことができるのである。
1.3　特許率の算定方法について

　特許率の算定は，網羅的な特許データベース，NRI

サイバーパテント（NRI サイバーパテント株式会社提
供）を用いて計算した。まず，「複合検索」の画面に
おいて，「検索対象文献」を「特許　公開・登録（A ＋
T ＋ S ＋ B ＋ B9）」に指定し，「検索期間」で出願日
を指定し，特定の年月を入力した。そして「検索項目」
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の「IPC」で各種分類と検索式を入力した上で，「査
定種別」で「登録」を指定して検索を実行した。出て
きた件数を特許数とし，「拒絶」を指定して出てきた
件数を「拒絶数」とした。特許率は「特許数÷（特許
数＋拒絶数）」で求めた。また，技術分野全体の関連
性の大小や産業の隆盛の度合いの参考とするために，

「査定種別」を入力せずに分類のみを指定して検索し
たときに出てきた件数である「出願数」も算出した。

2．結果と考察
　本研究で行った調査とその結果と考察について，以
下のような 3 つのパートに分けて議論を進めていく。
Ⅰ． 技術の組合せの相性が特許率に与える影響について
Ⅱ．特許率の経年変化の違いによる発明の分類
Ⅲ． 技術分野の組合せが特許率の経年変化に与える影響
　パートⅠで，技術分野の組合せが特許率に与える影
響を調べた。パートⅡで，種々の技術分野における特
許率の経年変化の傾向を整理分類した。パートⅢで，
バイオ分野といった比較的新しい技術分野において，
技術の黎明期から成熟期への移行に際して呈するであ
ろう兆候を考察した。
2.1　	パートⅠ：技術の組合せの相性が特許率に与え

る影響について

　パートⅠでは，「他分野の要素技術との組合せが特
許率に影響するのではないか」という仮説を立て，検
証を試みた。そのために，バイオ分野などの発明にお
いて，発明が特定のセクションの分類を併せて持つこ
とによって特許率が高くなることを示し，特許の生ま
れやすい技術の組合せが存在することを示すことを指
向した。
　ここで「バイオ分野」とは，C12N15 ／（突然変異
または遺伝子工学；遺伝子工学に関する DNA または
RNA，ベクター，例プラスミド，またはその分離，製
造または精製；そのための宿主の使用）のグループ，
または，C12P（発酵または酵素を使用して所望の化
学的物質もしくは組成物を合成する方法またはラセミ
混合物から光学異性体分離する方法），C12Q（酵素ま
たは微生物を含む測定または試験方法そのための組成
物または試験紙；その組成物を調製する方法；微生物
学的または酵素額的方法における状態応答制御）の 2

つのサブクラスのうちいずれかの分類を持つものとし
た。（この定義を，以下の議論でも「バイオ分野」の
定義とした。）

　まず，バイオ分野と各技術分野の組合せの特許率を
調査した。ここでは，おおまかな技術の傾向を見るた
めに，セクションとの組合せを中心に調査した。
2.1.1　バイオ分野と各セクションとの組合せの特許率

　図 1はバイオ分野の分類を持つものと各セクショ
ンを併せて持つものの特許率を示したものである。検
索画面に「（C12N15 ／＋ C12P ＋ C12Q）＊（各セク
ションの頭文字）」という検索式を入力して特許，拒
絶の件数を算出した。検索期間は 1990 年 1 月～ 2000

年 12 月である（5）。これを見ると，バイオ分野の技術
では B セクションの分類がともに付与された出願の
特許率が高いことがわかる。B セクションでバイオ分
野との組合せが多く存在したのは，研究用の装置や環
境技術などである。これとは対照的に，医薬や食品な
どの分類を含む A セクションの分類がともに付与さ
れた出願の特許率は低くなっていた。また，B セクショ
ンについては，比較的組合せの件数が少ないことにも
注目したい。

2.1.2　	その他の技術分野と各セクションとの組合せ

の特許率

　比較のために，1990 年 1 月から 2000 年 12 月にお
ける，A セクションの 3 つのサブクラス（A61B：診断；
手術；個人識別，A61K：医薬用，歯科用または化粧
用製剤，A61P：化合物または医薬組成物の治療活性（以
下，これら 3 つの分類のいずれかを有するものを「医
薬・医療分野」と呼ぶ））と，G セクションの 1 つの
サブクラス（G01N：材料の化学的または物理的性質
の決定による材料の調査または分析）と各セクション
とを組合せた場合の特許率を算出した。
　図 2は医薬・医療分野の発明と各セクションとを
組合せたときの特許率である。ここでもバイオ分野

図 1　	バイオ分野の分類と各セクションとの組合せの特許率
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と同じように，B セクションとの組合せは特許率が高
い。図 3は，G01N と各セクションとの組合せである。
このケースも B セクションとの組合せは単独の場合
よりも特許率が高かったが，このケースにおいては B

セクションのみではなく，E セクションや F セクショ
ンとの組合せも特許率が高かった。また，「医薬・医
療分野と B セクションとの組合せ」や「G01N と B

セクションとの組合せ」などの特許率の高い組合せは，
バイオ分野と同様に件数が少なかった。

　さらなる比較のために，近時に局所的な出願集中が
観察された「光触媒」についても調査を行った。図 4
は NRI サイバーパテントの複合検索における「検索
項目」で「全文（キーワード）」検索を指定し，出願
書類中に「光触媒」と「チタン」を含むもの（以下，
出願書類中にこの 2 つの言葉を含むものを「酸化チタ
ン分野」発明と呼ぶことにする）に関して，各セクショ
ンと組合せたときの特許率を示したものである（1900

年 1 月～ 2000 年 12 月出願）。ここでもやはり特許率
の高い組合せが存在したが，今度は B セクションで

はなく G セクションとの組合せにおいて特許率が高
くなっていた。なお，組合せの件数が少ないもの全て
において特許率が高いわけではないことにも注目した
い。
　以上から，特許率を高めるような相性のよい組合せ
が存在するという事実は多くの分野において当てはま
ることが推察される。

2.1.3　パートⅠの考察

　パートⅠでは，バイオ分野などの技術分野では B

セクションの分類が併記される技術とすることによっ
て特許率が上昇すること，さらに，G01N が付与され
るような技術については，B セクションだけではなく
その他のセクションの技術の分類が併記される技術で
あっても特許率が上昇することが観察された。また，
酸化チタンといった比較的近時に出願集中が発生した
技術分野においても，特許率を改善する可能性のある
技術分野の組合せが存在することが観察された。この
ことはつまり，特許の陣取り合戦の様相を呈している
激烈な競争状態にある分野においても，必ずしも請求
範囲の矮小化に依らずとも権利化が進む改良の方向性
がある可能性を示唆しているのではなかろうか。
2.1.4　	組合せによる特許率の違いの進歩性判断手法

からの考察

　次に，図 1～ 4の結果について詳しく考察する。こ
れらの図において注目すべき点は以下の 2 つである。
1． 組合せによる特許率の上昇が見られるのは，併記分

類が付与された出願数が比較的少ない技術である。
2． ただし，併記分類が付与された出願数が少ない技

術は，全てのケースにおいて特許率が上昇するわ
けではない。これは，請求範囲の矮小化によって
惹起される場合が多いので，却って先行技術の存

図 2　	医薬・医療の分類と各セクションとの組合せの特許
率

図 3　G01Nの分類と各セクションとの組合せの特許率

図 4　	酸化チタン発明と各セクションとの組合せの特許率
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在する危険の増大を招くからであると推察される。
　この 2 点について特許における進歩性の認定の方法
を切り口に考察する。
　併記分類が付与された出願数が少ないということ
は，先行特許に対する改良の方向性が絞られているこ
とを意味し，その方向性が，「技術分野の関連性が少
なく組み合わせることを思いつくことが困難であっ
た」もしくは「組み合わせることができないという考
えが一般的であった（阻害事由があった）」などの理
由に照らし合理的である場合に，進歩性欠如による拒
絶を免れているとは考えられないだろうか。
　しかし，同時に 2．のような現象も観察されている。
ここで注目したいのが併記される分類，すなわち技術
分野単位でみた改良の方向性の相性であり，各要素技
術の単純な寄せ集めによってもたらされる総和を超え
るような効果を生み出していない場合には，併記分類
は却って全方位的な改良の結果とみなされてしまい，
審査官の通常の創作能力の発揮の範囲内との判断に至
る一因となっているのではないだろうか。すなわち，
バイオ分野と B セクションの分類が併記された技術
というのは，技術開発の流れに沿った改良ではあるも
のの，要素技術と組み合わせることによってもたらさ
れる実用上の効果を予測することに困難性があること
に加え，技術分野の親和性が高く，多種多様な既存の
要素技術との組合せ方が存在していることで結果とし
て特許率が高くなっていたのではないかという推測が
働く。
　一方，バイオ分野と A セクション，G セクション
が併記される技術は，余りにも順方向的な応用形態で
バイオ技術を利用していることが，特許率が低下する
原因となっている可能性が考えられる。A セクション
は医薬などが分類され，G セクションには分析装置な
どが包含され，バイオ分野の技術との組合せに関して，
最も普通の利用形態であるといえよう。しかし，比較
的出願数が多いことからもわかるとおり，組合せとし
ての意外性は低く，発明に至るのは容易であると判断
されやすいであろうことは想像に難くない。
　以上をまとめた仮説を模式的に表したのが図 5で
ある。円の大きさは集団の大きさを表しており，それ
ぞれのセクションとの組合せ発明の件数を反映してい
る。「有利な効果や機能的な関連が生まれやすいが発
明に至るのが比較的容易なグループ」（A, G セクショ
ン）と，「件数が少なく斬新で発明に至るのは容易で

はないが技術間の有機的な連関性が生まれにくいグ
ループ」（D, E, F, H セクションの大部分）の 2 つの
グループが存在し，両方の長所を併せ持つ B セクショ
ンとの組合せのみ特許率が上がる現象が観察できたと
いうことである。

　そういった意味で，G01N サブクラスと各セクショ
ンとの組合せの特許率を見てみると興味深い（図 3）。
ここでは，概ね，件数が少ない組合せにおいて特許率
が高くなる傾向が観察される。これは分析装置という
G01N の発明の性質上，どの分野でも必要とされる技
術であってどの分野に対しても比較的親和性が高いと
考えられるため，単純に組合せた先行技術の蓄積の高
低が特許率に直接的に反映された結果と見ることはで
きないだろうか。
　以上より，出願集中が発生しているような技術分野
であっても，権利範囲の矮小化を招くことなしに，効
率的な権利化が進む改良の方向性があることが示唆さ
れた。
2.2　	パートⅡ：特許率の経年変化の違いによる発明

の分類

　パートⅡでは特許率の経年変化について考察した。
バイオ分野における出願の現状を洗い出すとともに，
パートⅠでの相性のよい組合せをなす各要素がそれぞ
れどのような性質を持つかを解析することが目的であ
る。ここでは特許率とともに出願数にも注目し，技術
分野の隆盛が特許率に与える影響の有無なども考察し
た。
2.2.1　	酸化チタン分野，バイオ分野の特許率の経年

変化

　図 6は光触媒酸化チタン分野発明の特許率の変化
を 1990 年から 2000 年まで一年毎に並べたものであ
る。1994 年を境に出願数が急激に増えている。そし

図 5　	バイオ分野における組合せの発明の進歩性判断の概
念図
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て，出願数の増加に伴って特許率も下がる傾向が観察
された。実際に年次と特許率の間には負の相関（r ＝
－0.872）が見受けられた。また，特許率の変化の近
似としての回帰直線の傾きは－0.023 であった。酸化
チタンなどの新しい分野において先願の方が特許にな
りやすいという結果は意外なものではない。

　同様の特許率の経年変化を，バイオ分野の発明につ
いても算出した。図 7は，バイオ分野の発明の特許
率と出願数の変化を 1971 年から 2000 年の 30 年間に
ついてプロットしたものである。バイオ分野の発明も
酸化チタン分野発明と同様，出願数の増加と特許率の
低下が並行して起こっている。バイオ分野も，酸化チ
タンと同様に比較的新しい技術分野であり，出願数が
急激に伸びたのは比較的最近であると考えられる。
従って，この特許率の減少と出願数の増加が並行して
起こるという現象は，技術分野の新しさなどに関連す
るものと推測する。

2.2.2　医薬・医療分野発明の特許率の経年変化

　図 8に医薬・医療分野の発明の特許率と出願数の
経年変化を示す。医薬・医療分野発明では，バイオ分
野などと同様に年次と特許率に負の相関があった（r

＝－0.740）。バイオ分野ほど出願数の急激な増加は見
られないうえに，特許率の低下が急な部分（1980 年
後半～ 1990 年代）では出願数の伸びはあまり見られ
ない。いわゆる成熟技術の代表格といったところだろ
う。先行する化学物質の特許が強力な排他力を有して
いるために後願が特許になりにくい，などの事情があ
るのかもしれない。医薬・医療分野の発明の特許率の
低下の原因については，パートⅢにおいてもバイオ分
野との組合せの観点からさらに詳しく考えていく。

2.2.3　装置関連発明の特許率の経年変化

　一方，G01N の分類を持つ発明の特許率と出願数を
1971 年～ 2000 年の 30 年間について調べた結果を図 9
に示す。ここでは，バイオ分野や医薬・医療分野とは
対照的に，経年による特許率の低下は見られなかった。
むしろ年次と特許率には正の相関があり（r ＝ 0.800），
特許率は年々上昇する傾向があった（回帰直線の傾き
は 0.0031）。

　さらに，B01 のクラス（物理的または化学的方法ま
たは装置一般）の分類を持つ発明についても，同様に
30 年間の特許率と出願数の変化を調べた（図 10）。

図 6　酸化チタン発明の特許率と出願数の経年変化

図 7　バイオ発明の特許率と出願数の経年変化

図 8　医薬・医療発明の特許率と出願数の経年変化

図 9　G01Nの分類を持つ発明の特許率と出願数の経年変化
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B01 クラスについても年次と特許率の間には負の相関
ではなく正の相関があり（r ＝ 0.416），特許率が経年
的に上昇する傾向が見られ（回帰直線の傾きは
0.0018），少なくとも特許率が低下していく傾向はな
いと判断された。

　ここで，この 2 つのグラフの出願数に注目した。図
10では，出願数はほとんど増えていないが，これは，
バイオ分野などでは出願数の増加に特許率の低下が
伴っていたことと比較対照すると，B01 においては急
激な出願の流入がなかったために特許率の低下が起こ
らなかったと類推できる。一方，G01N においては出
願数が大きく増加しているにも関わらず，特許率は低
下していない。これは G01N が分析装置という様々な
技術分野に応用可能であると思われる技術に関連して
いることが原因ではないかと推察される。少なくとも，
G01N 分野にラッシュのように研究資源が集中された
とは考えづらい。新規な測定原理の発見，利用可能な
周辺技術の拡充に沿って，技術の裾野を広げることを
繰り返していくうちに，出願が増え，技術が洗練され
ていったなどの要因があるのではないか。B01 に関し
ても当てはまる技術動向であろう。
2.2.4　パートⅡの考察

　酸化チタン分野の発明やバイオ分野の発明，医薬・
医療分野の発明において，経時的に特許率が低下して
いくこと，分析装置，装置関連の発明においては，む
しろ経時的に特許率は上昇していく傾向があることが
判明した。これらの事実と産業構造の視点からの考察
を合わせて考えると，特許率の経年変化をもとに，次
のような発明の技術分野の分類ができる可能性が浮上
する。
2.2.4.1　タイプ 1　発見型

　「タイプ 1」には酸化チタン，バイオ，医薬・医療

といった，年々特許率が下がるタイプの技術分野が該
当し，新規な技術的な発見などによって立ち上がった
分野や化学物質に関する分野などが包含される。技術
分野の新しさが特許率に影響を与えると思われるタイ
プである。これらの分野において時間の経過とともに
特許率が低下していることに関しては以下のような原
因が考えられる。
・医薬の物質特許の後願排他力の強さ
・有望技術分野への殺到による類似発明の増加
　このような技術分野は，新規な発見から成長する分
野であることや，新たな医薬品を発見することで成長
していく分野であることから「発見型」の技術分野と
名づけることとする。
2.2.4.2　タイプ 2　発展型

　「タイプ 2」には G01N，B01 といった，汎用性が高
く，様々な技術分野への応用が可能な技術分野が該当
する。これらの分野において時間の経過とともに特許
率が上がる傾向が見られるのには，以下のような理由
が考えられる。
・ 様々な科学的新発見と組み合わせることによる相乗

効果
・ 生産性といったサイエンスとは直結していない産業

上の効果の参酌
・強大な基本特許が存在しにくい
　このような分野では，技術が現場における日々のイ
ノベーションによって漸進していく傾向が強いことが
推察できる。従ってこちらの技術分野を「発展型」と
名づける。
　この「発見型」と「発展型」の組合せについては，パー
トⅢでさらに詳しく見ていく
2.3　	パートⅢ：技術分野の組合せが特許率の経年変

化に与える影響

　パートⅢでは，パートⅠ，パートⅡで得られた知見
をもとに，組合せ発明の特許率の経年変化を調べ，権
利化が促進される改良の方向性について考察を加え
る。パートⅢでは「発見型の技術であっても，改良の
方向性を発展型の技術と同様の方向に転換できれば，
時間の経過による特許率の低下を抑制することができ
るのではないか」という仮説を立て，検証を試みた。
まず，バイオ分野における技術開発の現状をより詳し
く把握するために，特許率において相性が悪いと判断
された組合せについて調査した。

図 10　B01の分類を持つ発明の特許率と出願数の経年変化
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2.3.1　	バイオ分野と Aセクションの組合せの特許率

の経年変化

　図 11はバイオ分野の発明と A セクションの組合せ
の特許率と出願数の経年変化について，30 年間にわ
たって各年のデータをプロットしたものである。この
組合せでは，特許率の低下（回帰直線の傾きが－0.015）
が，図 7のバイオ分野の発明全体の場合（回帰直線の
傾きが－0.0091）や，図 8の医薬・医療分野の発明の
全体の場合（回帰直線の傾きが－0.004）に比べてよ
り大きい。さらに，年次と特許率の相関係数も－0.9445

と非常に大きく，特許率が低下する傾向が顕著である。
つまり A セクションとの組合せのほうがより速いス
ピードで特許率の低下を起こしているのである。本来
であれば，バイオと親和性が高い分野との組合せであ
れば，よい技術が生まれやすいと考えがちであるが，
最終製品分類である A セクションに直接的に指向す
るだけでは組合せのバリエーションが生まれにくく結
局は発見型の特徴である特許率の減少が強く表れてし
まうようだ。

2.3.2　特許的に相性の良い組合せの特許率の経年変化

　医薬品等におけるこのような状況を鑑みた上で，今
度は相性のよかった組合せに関する特許率の経年変化
を調査した。権利化の可能性を高める方向性であるた
めには，従来の開発の方向性とは異なり，かかる組合
せの分類が併記された出願の件数が少ない分野である
ことも重要である。このような分野への転進は，いわ
ば時代を先取りした経営資源の選択と集中であり，特
許率の経時的な低減現象の緩和と相まって効率的な権
利取得が図れることが期待できるからだ。
　図 12はバイオ分野と B セクションの組合せ発明の
特許率の変化である。回帰直線の傾きは，－0.0048 で

あり，図 7のバイオ分野の発明全体（－0.0091）より
も緩くなっている。また，バイオ分野と B セクショ
ンとの組合せの場合，年次と特許率の相関係数も，図
7のバイオ分野の発明全体（－0.9445）に比べて－0.411

と絶対値が小さい。従ってバイオ分野と B セクショ
ンとを組み合わせることで，年次と特許率の負の相関
が解消する方向に向かう見ることができる。

　さらに，発見型の医薬・医療分野の発明と，医薬・
医療分野と相性のよい発展型の B セクションの組合
せの特許率の変化を調査した（図 13）。回帰直線の傾
きは－0.0028 であり，図 8の医薬・医療分野の発明
全体の場合（－0.004）よりも緩くなっている。年次
と特許率の相関係数も，図 8の医薬・医療分野の発
明全体の場合（－0.740）よりも－0.499 と絶対値が小
さい。医薬・医療分野の発明においても相性のよい B

セクションへの転進を図ることで，発見型の技術特有
の特許率の低下を抑制することができることが推測さ
れる。

図 11　	バイオ発明と Aセクションの組合せの特許率と出
願数の経年変化

図 12　	バイオ発明と Bセクションの組合せの特許率と出
願数の経年変化

図 13　	医薬・医療発明と Bセクションの組合せの特許率
と出願数の経年変化
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3．本研究から導かれる技術開発の方向性
　本研究のパートⅠでは，「特許率」という単純な指
標 1 つに着目しても，単に転進する技術分野の関連性
の高低だけでなく，技術同士の親和性や技術思想の異
同なども含めた複数の因子の総合的な作用によって変
動することが示唆された。また，激烈な競争が想定さ
れる分野において，それまでの開発成果を無駄にする
ことなく転進を図るには，その研究の方向性の見極め
が必要であるが，本研究のパートⅢにおいて，軽々に
相性のよい技術を組み合わせるだけでは競合状態を抜
け出ることは難しく，発見型の技術を，発展型の技術
としての応用を探る視点が必要であることが示唆され
た。
　これらの知見から，一層激烈な開発競争が想定され
るバイオ分野を始めとする発見型の技術開発において
は，効率的に権利化を進める観点から，発見型の技術
と発展型の技術との融合による実用的な開発の促進が
突破口となりうることが推察される。
　パートⅢで見たように，バイオ分野，その中でも特
に医薬・医療分野などと関連する分野では急激な特許
率の低下が起きていた。特許を取得することの重要性
が特に高いといわれるバイオ分野においては，このよ
うな特許率の低下は，後発企業が事業を進める際に大
きな支障となるはずである。
　このような状況を打開する方策としては，2 つの視
点が重要と考える。
・新たな科学的知見の他分野への応用
・黎明期の技術の工業化，日常化
　前者については，測定原理といった新たな科学的知
見が得られた場合に，その知見をそのまま分析キット
に適用するだけでは権利化が進まないばかりか，マー
ケット規模からくる制約から科学的知見を得るために
投下した資金の回収機会さえ自ずと制限されることを
考えると理解できる。これとは対照的に，後者は，短
絡的な商品開発研究とは一線を画し，他の経済的な利
益を追求する経営方針と言い換えることができるだろ
う。既存の技術について，精度や効率を高めるように
技術力を向上させ，それまで新規な技術分野であった
ものを工業化し，日常的な技術にすることで基幹産業
へと成長させていくような過程である。僅かな鞘取り
しか期待できそうにない改良であっても，規模の拡大
を図る過程を通じて総体としての利益を無視できない
レベルまで拡大することはできるはずである。別の表

現をすれば，発見型の技術を他社に先んじて成熟させ
発展型の技術へと変えていくような発想の転換が肝要
であると考えられる。なお，2 つの方向性は，どちら
がより重要ということはなく（6），両者を車輪の両輪の
ように回していくことが技術の発展のためには欠かせ
ないであろう。
　バイオ分野においては，具体的な処理に関連する装
置などとの結びつきを深めていく方向で研究を進めて
いくことが「応用の車輪」を回していくためには効果
的であり，研究課題の選定における選択と集中の 1 つ
の指標となろう。また，こうした観点で研究の方向性
を見直せば，絶対的な規模から言えば小さいと言わざ
るをえない（7）ベンチャー企業などにおいても，巨大
製薬企業における大型研究の隙間を埋める研究セク
ターとしてレゾンデートルを発揮できるのではなかろ
うか。
　本研究は，新しい研究領域への進出を図る際に効果
的な研究の方向性を見極めるためのツールを提供する
ものであり，新規な技術分野の出現による特許出願の
集中期以降，いわば「ポストパテントラッシュ時代」
における，知的財産管理部門の研究部門との関わり方
についての一態様を示すことができたのではないかと
考えている。
　なお，利用可能な検索ツールが機能指向箇所と，応
用指向箇所の双方によって展開された国際特許分類を
端緒とする分析ツールであったという事情からの限界
のある研究であったことについてご理解を頂きたい。
1979 年の末まで付与されていた旧日本特許分類のよ
うな産業別の物品分類で同様なデータを入手すること
ができれば，より端的な結果を得ることができたかも
しれない。
　この研究は株式会社医学生物学研究所様のご寄付に
より行われました。深く感謝の意を表します。
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ある「知の具現化」の 2 つの知的営みが技術イノベー

ションを生み出していくとしている。
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A セクションとの組合せが関連すると思われる食品分

野の製品出荷額は約 5 兆円，医薬・診断薬・医療用具

の製品出荷額は約 1.4 兆円であるのに対し，B セクショ

ンとの組合せが関連すると思われるバイオエレクトロ

ニクス，研究・生産用機器設備の製品出荷額はそれぞ

れ 350 億円，800 億円である。
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